
やまこの学校 会則

(名称)
第 1 条 この会は、「やまこの学校」（以下「本会」という。）と称する。

(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、長野県安曇野市穂高有明 7371 番-11 号に置く。

(目的)
第 3 条 本会は、安曇野市穂高有明地区で江戸時代より続く野生の蚕、ヤママユガ(やまこ、

又は天蚕)の飼育や繰糸､手紡ぎ糸技術を伝統文化とし、その伝統技術の継承を図り、

未来へと伝播、伝承することを目的とする。

(活動の種類)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

(1) 飼育体験活動

(2) 生涯学習活動

(3) 青少年育成活動

(4) 環境保全活動

(5) その他、目的の達成に必要な活動

(会員)
第 5 条 本会の会員は次の 2 種とする

(1) 正会員は、この会の目的に賛同し入会したものとする。

(2) 賛助会員はこの会の事業を賛助するために入会したものとする。

(入会)
第 6 条 会員の入会については、特に条件を定めない。

２会員として入会しようとするものは、入会申込書により、代表に申し込むものと

する。

(会費)
第 7 条 会員は別途定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第 8 条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することが出来る。会費及び資料代等拠

出金は返還しない。

２会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。



(役員)
第 9 条 本会に次の役員を置く。

(1) 代表  1 名

(2) 副代表 1 名

(3) 校長  1 名

(4) 会計   1 名

(5) 総務  1 名

(6) 監事  1 名

(選任)
第 10 条 役員は会員の推薦により総会において会員の中から選任する。

２監事は代表、副代表、校長及び会計、総務を兼ねることはできない。

(職務)
第 11 条 代表は本会の会務を統括する。

２副代表は、代表を補佐し代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表が

あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

３校長は、総会、役員会の決定に基づき、事業執行を総括する。

４会計は、本会の会計を担当する。

５総務は、本会の事務の取りまとめをする。

６監事は、会の活動及び会計を監査する。

(解任)
第 12 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは正会員数の 3 分の 2 以上の議決によ

り、これを解任することが出来る。

(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(任期)
第 13 条 役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

２補欠により選任された役員の任期は前任者の残任任期とする。

(総会)
第 14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年 1 回開催するものとする。

ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

２総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更

(2) 解散

(3) 報告及び決算

(4) 計画及び予算

(5) 役員の選任又は解任



(6) その他会の運営に関する重要事項

３総会は会員の過半数の出席（委任状を含む）がなければ、開会することが出来な

い。

(議事録)
第 15 条 総会の議事録を作成する。

(役員会)
第 16 条 役員会は監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意

見を述べることが出来る。

２役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要し

ない業務の執行に関し、議決する。

(運営)
第 17 条 本会の運営は、受講料、会費、補助金、寄付金を以ってあてる。

(事業年度)
第 18 条 本会の事業年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日までとする。

(委任)
第 19 条 会則に定めのない事項は総会の代表が別に定め、後に総会の承認を得る。

（変更）

第 20 条 この会則は、総会において、出席者の 3 分の 2 以上の承認がなければ変更できな

い。

附則

１この会則は令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

                        


